
終活支援事業の開始について 

 

１ 背 景 

・未婚率の上昇や核家族化の進行、人間関係の希薄化等により、身寄りのない単身高齢者や

身寄りはあるが頼ることのできない高齢者が増加している一方、元気なうちに将来のこと

を考えて準備する、いわゆる終活の重要性への理解が広がっていない。 

・十分な準備がされないまま身寄りのない高齢者等が亡くなると、支援者や地域に過重な負

担を強いることになり、ひいては行政コストの増にもつながる。 

 

２ 目 的 

・高齢者等に終活について考えてもらう意識を醸成するとともに、本人が安心して残りの人

生を過ごすことができるよう、課題を抱える身寄りのない高齢者等を必要な支援につな

ぎ、亡くなった後の周囲の負担を軽減する。 

・生前の準備が埋没することなく、本人の意思に沿った形で確実に死後の手続きが進む仕組

みを創出する。 

 

３ 実施事業 

（１）こうべ終活相談窓口の設置（令和７年 10月１日開設） 

  ・市社会福祉協議会が運営受託 

・こうべ市民福祉交流センター４階（市社会福祉協議会事務所内）に窓口設置 

  ・相談員が市民からの終活に関する相談全般に対応 

・市版エンディングシートを活用しながら課題を整理し、関連情報を提供するとともに、

公的制度や民間サービス等の必要な支援につなげる 

  ・相続・遺言や親族間紛争等、専門的な助言が必要となるケースに対応するため、弁護

士・司法書士による専門相談も実施 

・各区社会福祉協議会の窓口において一般的かつ簡易な相談に対応し、身近で相談できる

体制を構築 

 

【主なつなぎ先・連携先】 

・成年後見支援センター 

・安心サポートセンター 

・エンディングプラン・サポート相談窓口 

・すまいるネット（神戸市すまいの安心支援センター） 

・あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター） 

・弁護士会・司法書士会 

 

 

資料５ 



 

（２）終活情報登録制度の創設（令和７年 10月１日開始） 

  ・葬儀・納骨等の死後事務委任契約（エンディングプラン・サポート等）、エンディングノ

ートや遺言書の保管場所、緊急連絡先等の終活関連情報をあらかじめ市に登録 

・万一のとき、本人が登録情報開示先として指定した方や関係機関からの照会に対し、市が

情報提供を行うことで、本人の意思に沿った形で死後の手続き等が円滑に進むよう支援 

・登録は終活相談窓口及び各区社会福祉協議会の窓口で実施 

 

【登録対象者】 

神戸市民（年齢・身寄りの有無・所得等の要件なし） 

【登録内容】 

   ① 基本情報（氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、本籍） 

   ② 終活関連情報 

     ・登録情報開示先（氏名、住所、電話番号、生年月日、登録者との関係） 

     ・緊急連絡先（氏名、住所、電話番号、生年月日、登録者との関係） 

     ・エンディングノートの保管場所 

     ・遺言書の保管場所 

     ・死後事務委任契約、葬儀等の生前契約（契約事項、契約先） 

 

   










